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１．要 旨 

  

内閣府が定めた令和４年度子育て世帯等臨時特別支援事業として実施している「住 

民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金（１世帯当たり１０万円）」及び「電力・ガス 

・食料品等価格高騰緊急支援給付金（１世帯当たり５万円）」について、令和４年度末に 

事業が終了することから、各給付金の支給事業実施要綱を廃止する要綱を制定するもの 

である。 

 

（１）主な内容 

  各給付金の事業終了に伴い、「東大和市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 

支給事業実施要綱を廃止する要綱」及び「東大和市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急 

支援給付金支給事業実施要綱を廃止する要綱」を制定する。 

（２）施行日 

令和５年４月１日 

（３）影響及び効果 

 給付金の申請受付は既に終了しているため、要綱廃止に伴う市民への影響等はない。 

 ２．経 過（現時点に至るまでの経過） 

令和４年 ４月２６日 原油価格・物価高騰等に関する関係閣僚会議において、国が低所得 

世帯（非課税世帯等）に対し１世帯当たり１０万円を支給する方針 

を決定（令和３年度に開始した給付金の支給対象見直し） 

  令和４年 ６月 １日 東大和市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業 

実施要綱の一部改正（市長決裁） 

令和４年 ９月 ９日 国の物価・賃金・生活総合対策本部において、低所得世帯（非課税 

世帯等）に対し１世帯当たり５万円を支給する方針を決定 

  令和４年１０月１１日 東大和市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給事 

業実施要綱の制定（市長決裁） 

  令和５年 ３月３１日 各給付金支給事業終了 

 ３．留意事項（問題点等） 

 特になし 

 ４．主管部処理案（検討結果等） 

  庁議報告後、速やかに廃止手続きを進めたい。 

 ５．審議結果 

 注：定例庁議の場合は、金曜日の正午までに提出。 


